
 

 

 

 

 

 

 

令和元年度「個人情報取扱事務に関する実地調査報告書」を 
横浜市個人情報保護審議会会長から市長宛てに提出しました。 

 
個人情報の漏えい事故等の再発を防止し、個人情報の適正な取扱いを確保するため、横浜市個

人情報保護審議会（以下「審議会」という。会長 花村 聡）の部会である横浜市個人情報保護に

関する第三者評価委員会（以下「第三者評価委員会」という。委員長 加島 保路）では、毎年、

横浜市の業務の現場を実地調査し、報告をまとめています。 

令和元年度は、地域ケアプラザ業務に係る個人情報取扱事務について実地調査を行い、本日、

その報告書を審議会から市長宛てに提出しました。 

今後、市長は、提案された意見に対する対応の方針を審議会に報告する予定です。また、報告書

の内容は各職場に周知され、それぞれの業務に役立てられます。 

お問合せ先 

市民局市民情報課担当課長 前田 博之  Tel 045-671-2319 

 
 

【実地調査の概要】 

 ○調査日及び調査対象 

  地域ケアプラザ業務に係る個人情報取扱事務 

令和元年８月20日（火） Ｘ地域ケアプラザ及びＹ地域ケアプラザ 

 ○調査方法 各施設から、事前に施設概要の説明を受けた後、質疑を行い、個人情報の保管及び管理状

況等を実地にて調査した。 

【実地調査結果の概況～総評～】 

 ・今回の調査結果を全体として見ると、調査対象施設では、個人情報の取扱は概ね適正に行われていた。 

・個人情報を含む書類の送付時等のダブルチェックのルール化等、個人情報の漏えい事故防止のための

取組について確認することができた。 

 ・個人情報を含む書類の管理方法等、第三者評価委員会独自の視点で個人情報保護の推進に資すると思

われる事項を提案した。 

＝調査結果の概要（提案意見等）は裏面参照＝ 

第三者評価委員会の概要 
（第三者評価委員会は、横浜市個人情報の保護に関する条例第58条の２に基づき、審議会の部会として設置） 

主
な
業
務 

(1) 実施機関における個人情報の保護に関し審議会が必要と認める事項についての実地調査及び審
議を行う。 

(2) 実地調査及び審議を行ったときは、当該実地調査及び審議に係る事項を審議会に報告する。 
（横浜市個人情報の保護に関する条例 第58条の２） 
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令和元年度個人情報取扱事務に関する実地調査報告書【概要】 

 

【報告書の内容】 

  委員会の意見は、１評価するもの、２改善を求めるもの及び３提案事項の３種類及びまとめ

に分類されている。 

 

１ 意見（評価するもの） 全７件のうち、主な内容は以下のとおり 

(1) U取り扱う個人情報のリスト化 U【Ｘ地域ケアプラザ】 

Ｘ地域ケアプラザでは、４月に行う研修の際に、各部門で取り扱う個人情報をリスト化し、

各部門で取り扱う個人情報の種類や件数を職員に再認識させるとともに、想定されるリスク

を検討することで、個人情報漏えい事故の再発防止に努めていた。各部門で職員自らがどう

いった個人情報を取り扱っているのかを改めて認識することによって、業務に潜在する個人

情報の漏えいリスクを意識して見直すこと及び個人情報の漏えい事故の防止策を検討する

ことは、個人情報の安全管理措置として評価できる。 

 

(2) 個人情報を含む U書類の保管 U【Ｙ地域ケアプラザ】 

個人情報を含む書類が保管された一部の書架には、保管されている書類の一覧表を掲示し

ており、保存すべき書類と実際の書類の状況が一目で分かるように整理していた。こうした

取組は、個人情報の紛失のリスク管理を行うことができる点で評価できる。この取組が実施

されていない書架についても、同様の措置を講ずることが望ましい。 

 

(3) UＸ・Ｙ地域ケアプラザ共通の事項 

  ア 個人情報を含む書類の保管 

両施設では、個人情報を含む書類を施錠できる書庫で保管しており適切な管理体制をと

っていた。利用頻度の低い書類は、業務中も常時施錠した状態で保管しており、必要な場

合のみ書架や書庫を開錠することとなっていた。また、各書架や書庫の鍵は、キーボック

スにより一か所で保管していた。Ｘ地域ケアプラザでは、キーボックスを開錠するための

鍵の所在を知りうるものを一部の職員に限定していた。また、Ｙ地域ケアプラザでは、キ

ーボックスの鍵を、地域ケアプラザが入居する建物の管理センターにあるデジタル式の収

納ボックスで保管していた。収納ボックスを開閉するためには、セキュリティカードを入

れて暗証番号を入力する仕組みとなっていた。両施設とも、個人情報の漏えい事故の際に、

責任の所在が明確となる仕組みが整えられていた。 

  イ 個人情報を含む書類の送付等 

個人情報を含む書類の送付、ＦＡＸの送信及び書類の交付の際、複数人で確認を行うこ

とを両施設ともにチェックリストに明文化するとともに、送付の際には、送付した者及び

確認した者の記録をとっている。また、封入や送付の確認作業は、件数に応じて作業スペ

ースが確保された別室で作業をすることとなっており、他の書類等の混入を防ぐなど、ミ

スが起こりにくい仕組みが整えられていた。特にＹ地域ケアプラザでは、個人情報を含む

書類の送付及びＦＡＸの送信の際に複数人で確認を行うためのチェックリストを作成し、

使用する工夫をしていた。チェックリストには、宛先確認、送付枚数の確認及び混入して

いる書類がないかの確認等、10項目以上にわたる確認方法が記載されていた。送付物を確

認する際の確認項目が具体的に明文化されていることで、確認内容の不足を防ぐことがで

きる。 

 

２ 意見（改善を求めるもの） 

    今回の調査では、「改善を求めるもの」に該当する事項は特に見られなかった。 

 

 

 



 

 

３ 提案事項 全４件のうち、主な内容は以下のとおり 

(1) 個人情報を含む U書類の保管 U【Ｘ地域ケアプラザ】 

個人情報を含む書類は、限られたスペースの中で複数の場所に分けて保管されていた。常

時使わない書類は段ボールに詰められ、備品等も保管されている倉庫に積まれていた。段ボ

ールに事業名や廃棄年度のシールを貼るなど、限りあるスペースの中で整理に取り組んでい

たものの、この状況では倉庫内の段ボールが紛失した際に紛失したことに気が付かない可能

性がある。このため、即時の対応は困難であるとしても、所管局等の支援を含め、中長期的

課題として、倉庫の改修又は増設等、倉庫スペース確保に係る改善を検討されたい。 

 

(2) 個人情報を含む U書類の送付時のチェック U【Ｘ・Ｙ地域ケアプラザ共通】 

両施設では、毎月、労力と時間をかけて、入念な確認を行いながら大量の書類を送付する

作業を行っていた。Ｘ地域ケアプラザでは、誤送付防止のため、ダブルチェックではなく、

トリプルチェックで行っていた。Ｙ地域ケアプラザでは、詳細なチェックリストを２人で確

認しながら送付作業を行っていた。トリプルチェックには責任の所在が不明確になりやすい

というリスクもある。また、どのような入念な漏えい防止対策も同じやり方を続ければ次第

に形骸化することは避けられない。個人情報の漏えいのリスクを低減するためにも、より負

担が少なく、よりヒューマンエラーを防げる適切な手順の導入を常に検討されたい。各施設

の状況に応じて、送付の手順やチェック方法等を、期間を区切って試行することも有効と思

われる。 

手作業では限界があるため、所管局等の支援も含めた改善も検討されたい。例えば、ＩＴ

化による宛名の入った書類の自動印刷と窓付き封筒の利用など、個人情報の漏えいのリスク

を低減しつつ効率的な事務作業を行う手法への将来的な移行等を検討されたい。 

 

４ まとめ（抜粋） 

(1) 横浜市は、地域包括支援事業と地域活動交流事業を併せて行う地域ケアプラザを独自に設

置し、他都市に先行する取組を実施してきた。個人情報漏えい事故の防止に積極的に取り組

むことで、個人情報保護の点でも、より安心して利用でき、全国に誇ることのできる施設と

なるよう取り組まれたい。 

(2) 平成30年度の横浜市における個人情報の漏えい事故のうち、指定管理者等における事故は

３割を超えている状況である。指定管理者等が個人情報を取り扱う際に、個人情報が適正に

管理され、その保護が図られるよう、横浜市は指定管理者等の指導・監督に努めることが必

要である。本報告書の内容について指定管理者等と広く情報共有を図り、指定管理者等にお

いて、従事者がより一層高い個人情報保護の意識を持って業務を行うこととなるよう、取組

が進められることを期待する。 

 

【参考 報告書提出までの経緯】 

  平成17年10月１日  横浜市個人情報保護に関する第三者評価委員会の設置 

                                              

  令和元年６月、７月 調査対象に関する業務説明（健康福祉局地域支援課） 

  令和元年８月20日  実地調査（地域ケアプラザ） 

令和元年９月～11月 第三者評価委員会で報告書の内容を検討 

  令和元年11月27日  第三者評価委員会から審議会に報告書を提出 

 


